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(57)【要約】
【課題】オーバーコート層を形成してもなお、凸状柱の
高さを所望の高さに維持することが可能な有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタの製造方法
を提供すること。
【解決手段】凸状柱を含め前記非画素エリアおよび前記
画素部分を覆う領域に光硬化型樹脂を塗布する工程と、
前記塗布された光硬化性樹脂を露光するにあたり、前記
凸状柱が形成されている領域に対する露光量と比べて、
その他の領域に対する露光量が少なくなるように、その
他の領域に対する露光量に比べて多く露光することによ
り、前記光硬化性樹脂を硬化せしめる露光工程と、未硬
化の光硬化性樹脂を洗浄する洗浄工程と、によってオー
バーコート層を形成する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、当該透明基板上に形成された画素部分と、前記画素部分の周囲に形成され
た非画素エリアと、を有し、前記画素部分の少なくとも一箇所以上に着色層が形成されて
おり、前記非画素エリアの少なくとも一箇所以上に凸状柱が形成されており、前記凸状柱
を含め前記非画素エリアおよび前記画素部分を覆うようにオーバーコート層が形成されて
なる有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタの製造方法であって、
　前記凸状柱を含め前記非画素エリアおよび前記画素部分を覆う領域に光硬化型樹脂を塗
布する工程と、
　前記塗布された光硬化性樹脂を露光するにあたり、前記凸状柱が形成されている領域に
対する露光量と比べて、その他の領域に対する露光量が少なくなるように露光することに
より、前記光硬化性樹脂を硬化せしめる露光工程と、
　未硬化の光硬化性樹脂を洗浄する洗浄工程と、
　を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタの製
造方法。
【請求項２】
　前記露光工程において、前記凸状柱が形成されている領域に対応する部分の透過率に比
べて、その他の領域に対応する部分の透過率が低く調整されたマスクを用いることを特徴
とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラーフィルタの製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス（以下、「有機ＥＬ」と称する場合がある）
表示装置用カラーフィルタの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットディスプレイが多くの分野、場所で使われており、情報化が進む中でま
すますその重要性は高まってきている。
【０００３】
　現在、フラットディスプレイの中で中心的な存在は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）と言
えるが、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）とは異なる表示原理に基づくフラットディスプレイ
として、有機ＥＬ、無機ＥＬ、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、ライトエミッテ
ィングダイオード表示装置（ＬＥＤ）、蛍光表示管表示装置（ＶＦＤ）、およびフィール
ドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）などの開発も活発に行われている。
【０００４】
　これらの新しいフラットディスプレイはいずれも自発光型と呼ばれるもので、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）とは次の点で大きく異なり、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）には無い優
れた特徴を有している。
【０００５】
　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）は受光型と呼ばれ、液晶は自身では発光することはなく、
外光を透過、遮断するいわゆるシャッターとして動作し、表示装置を構成する。このため
光源を必要とし、一般にバックライトが必要である。これに対して、自発光型は装置自身
が発光するため、別光源が不要である。また、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）のような受光
型では表示機能の様態に拘わらず、常にバックライトが点灯し、全表示状態とほぼ変わら
ない電力を消費することになる。これに対して自発光型は、表示情報に応じて点灯する必
要のある箇所だけが電力を消費するだけなので、受光型表示装置に比較して、電力消費が
少なくてすむという利点が原理的に存在する。
【０００６】
　同様に、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）ではバックライト光源の光を遮光して暗状態を得
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るため、少量であっても、光漏れを完全に無くすことは困難であるのに対して、自発光型
では発光しない状態がまさに暗状態であるので、理想的な暗状態を容易に得ることができ
、コントラストにおいても自発光型が圧倒的に優位である。また、液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）は液晶の複屈折による偏光制御を利用しているため、観察する方向によって大きく
表示状態が変わる、いわゆる視野角依存性が強いが、自発光型ではこの問題がほとんど生
じない。さらに、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）は有機弾性物質である液晶の誘電異方性に
由来する配向変化を利用するため、原理的に電気信号に対する応答時間が１ｍｓ以上であ
る。これに対して、開発が進められている上記の自発光型の技術では、例えば、電子／正
孔といったいわゆるキャリア遷移、電子放出、プラズマ放電などを利用しているため、応
答時間はｎｓ桁であり、液晶とは比較にならないほど高速であり、液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）の応答の遅さに由来する動画残像の問題が生じない。
【０００７】
　近時、これらの中でも特に有機ＥＬ表示装置の研究が活発であり、（１）三原色の発光
層を発光色毎に所定のパターンを形成したもの、（２）白色発光の発光層を使用し、三原
色のカラーフィルタを介して表示するもの、（３）青色発光の発光層を使用し、蛍光色素
を利用した色変換層を設置して、青色光を緑色蛍光や赤色蛍光に変換して三原色表示をす
るもの等が提案されている。
【０００８】
　このような有機ＥＬ表示装置は、カラーフィルタと有機ＥＬ素子側基板とを接合するこ
とによって形成される場合が多い。この場合においては、接合の際に不純物が混入して有
機ＥＬ素子が破損することを防止するために、カラーフィルタ側に凸状柱を形成し、これ
をスペーサとして機能させる技術が開発されている。
【０００９】
　また、上記凸状柱を有するカラーフィルタにあっては、その全体を保護するためや、カ
ラーフィルタの表面を平坦化するために、前記凸状柱を含めその全体を覆うようにオーバ
ーコート層が形成される場合が多い。そして、当該オーバーコート層は、光硬化性樹脂を
塗布し、その後露光することにより樹脂を硬化させることにより形成される場合が多い。
【００１０】
　なお、本願発明に関連すると思われる先行技術として、下記特許文献１が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第４４８９４７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　前記のように、不純物が混入した場合において有機ＥＬ素子側基板を保護することを考
慮した場合、カラーフィルタに設けられる凸状柱の高さは、ある程度高いことが好ましい
。他方、カラーフィルタの保護などを考慮した場合、カラーフィルタに設けられるオーバ
ーコート層の厚さはある程度厚いことが好ましい。
【００１３】
　しかしながら、凸状柱が形成された状態のカラーフィルタに対し、一様に光硬化性樹脂
を塗布した場合、凸状柱上に塗布された樹脂は重力によって垂れてしまい、その分だけ、
凸状柱以外の部分が厚く塗工された状態となってしまう。そして、この状態のまま露光を
行い、樹脂を硬化させてオーバーコート層を形成した場合、最初に設定した凸状柱の高さ
が、厚く塗工されたオーバーコート層の分だけ目減りしてしまい、所望の高さの凸状柱を
形成することができないといった問題が生じてしまう。
【００１４】
　オーバーコート層を形成した後、当該オーバーコート層上に凸状柱を形成することも考
えられるが、この場合、凸状柱の形状を所望の形状とできない虞がある。凸状柱はいわゆ
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るスペーサとしての役割を果たす他、当該凸状柱の頂部および側部に電極層を設け、当該
電極層とカラーフィルタと対向する有機ＥＬ素子側基板との導通を図ることにより電圧降
下を防止するといった役割を果たすことがあり、この場合においては、凸状柱の形状の如
何によっては、当該凸状柱における電極層が断線してしまう虞がある。凸状柱を形成した
後、当該凸状柱を含めてオーバーコート層を形成すると、当該オーバーコート層によって
柱の形状を所望の形状とすることができるため、やはり上記「凸状柱の高さ」に関する問
題を解決すべきである。
【００１５】
　このような実情のもとに本発明は創案されたものであって、その目的は、オーバーコー
ト層を形成してもなお、凸状柱の高さを所望の高さに維持することが可能なカラーフィル
タの製造方法を提供することを主たる課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するための発明は、透明基板と、当該透明基板上に形成された画素部分
と、前記画素部分の周囲に形成された非画素エリアと、を有し、前記画素部分の少なくと
も一箇所以上に着色層が形成されており、前記非画素エリアの少なくとも一箇所以上に凸
状柱が形成されており、前記凸状柱を含め前記非画素エリアおよび前記画素部分を覆うよ
うにオーバーコート層が形成されてなる有機エレクトロルミネッセンス表示装置用カラー
フィルタの製造方法であって、前記凸状柱を含め前記非画素エリアおよび前記画素部分を
覆う領域に光硬化型樹脂を塗布する工程と、前記塗布された光硬化性樹脂を露光するにあ
たり、前記凸状柱が形成されている領域に対する露光量と比べて、その他の領域に対する
露光量が少なくなるように、その他の領域に対する露光量に比べて多く露光することによ
り、前記光硬化性樹脂を硬化せしめる露光工程と、未硬化の光硬化性樹脂を洗浄する洗浄
工程と、を含むことを特徴とする。
【００１７】
　また、上記の発明にあっては、前記露光工程において、前記凸状柱が形成されている領
域に対応する部分の透過率に比べて、その他の領域に対応する部分の透過率が低く調整さ
れたマスクを用いてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、凸状柱およびオーバーコート層を有する有機ＥＬ表示装置用カラーフ
ィルタを製造するにあたり、オーバーコート層を形成するための光硬化型樹脂を一様に塗
布しつつ、これを硬化するための露光工程においては、一様に露光するのではなく、凸状
柱が形成されている領域に対する露光量と比べて、その他の領域に対する露光量が少なく
なるように露光するので、当該その他の領域における光硬化性樹脂は完全に硬化されるこ
とがなく、その後の洗浄工程において未硬化の樹脂が除去されることとなる。その結果、
当該その他の領域におけるオーバーコート層は、塗布された状態よりも薄く形成されるの
で、当該部分のオーバーコート層表面と凸状柱の頂部とのギャップ、つまり凸状柱の高さ
を所望の高さに担保することができる。
【００１９】
　また、本発明によれば、凸状柱を形成した後、当該凸状柱を含めてオーバーコート層を
形成するので、オーバーコート層により凸状柱の形状を所望の形状に整えることができる
ので、凸状柱の頂部や側部に電極層を設けた場合であっても、これが断線する虞がない。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の製造方法の各工程を説明するための工程図であり、本実施形態にかかる
製造方法が開始される前の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを示す図である。
【図２】本発明の製造方法の各工程を説明するための工程図であり、塗布工程終了後の有
機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを示す図である。
【図３】本発明の製造方法の各工程を説明するための工程図であり、露光工程における有
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機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを示す図である。
【図４】本発明の製造方法の各工程を説明するための工程図であり、洗浄工程終了後の有
機ＥＬ表示装置用カラーフィルタを示す図である。
【図５】本実施形態の製造方法で製造された別の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの概
略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、本発明
は以下に説明する形態に限定されることはなく、技術思想を逸脱しない範囲において種々
変形を行なって実施することが可能である。また、添付の図面においては、説明のために
上下、左右の縮尺を誇張して図示することがあり、実際のものとは縮尺が異なる場合があ
る。
【００２２】
　図１～４は、本発明の製造方法の各工程を説明するための工程図であり、図示された有
機ＥＬ表示装置用カラーフィルタはすべて概略断面図である。
【００２３】
　＜カラーフィルタの準備＞
　図１は、本実施形態にかかる製造方法が開始される前の有機ＥＬ表示装置用カラーフィ
ルタ１０を示す図である。つまり、本実施形態にかかる製造方法においては、当該カラー
フィルタ１０を準備することから始まる。
【００２４】
　図示するように、当該カラーフィルタ１０は、透明基板１１と、この透明基板１１上に
形成された画素部分である着色層１３と、着色層１３の周囲に形成された非画素エリア１
２とを有している。通常、基板の最外周に配置された着色層１３を除いた他の大部分の着
色層１３に着目してみれば、非画素エリア１２は、隣接する着色層１３同士の間隙部分に
存在する。なお、画素部分とは、当該カラーフィルタを有機ＥＬ表示装置に用いた場合に
光が透過する部分のことをいい、当該カラーフィルタ１０においては、必ずしも画素部の
すべて着色層１３が形成されていなくてもよく、画素部の一部は単に光が透過する領域と
なっていてもよい。
【００２５】
　透明基板１１は、可視光に対して透明な基板であれば特に限定されるものではなく、一
般的なカラーフィルタに用いられる透明基板と同様なものを用いることができる。具体的
には、石英ガラス、パイレックス（登録商標）ガラス、合成石英などのリジッド材、ある
いは、透明樹脂フィルム、光学用樹脂板等の可撓性を有する透明なフレキシブル材を用い
ることができる。
【００２６】
　着色層１３は、赤色着色層１３Ｒ、緑色着色層１３Ｇ、青色着色層１３Ｂおよび透明着
色層１３Ｗを有している。着色層１３は必ずしもＲ・Ｇ・Ｂの三原色から構成されている
必要はなく、図示するように、透明着色層１３Ｗを有していてもよい。透明着色層１３Ｗ
を設けることにより、有機エレクトロルミネッセンス表示装置全体の輝度を向上すること
ができる。カラーフィルタにあっては、通常、これら着色層１３が順次配列された状態で
パターン形成されるが、そのパターン配列は特に図示のものに限定されるものではない。
ストライプ型、モザイク型、トライアングル型、４画素配置型等の公知の配列とすること
ができ、各着色層の面積は任意に設定することができる。
【００２７】
　なお、図面における画素部分である着色層１３の数（画素数）はあくまで例示として記
載されているものであり、図示例のものに限定されるものではない。着色層１３の形成方
法としては、一般的なカラーフィルタにおける着色層１３の形成方法、例えば、フォトリ
ソグラフィー法、インクジェット法、印刷法等を用いればよい。
【００２８】
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　非画素エリア１２には、通常、遮光部１２ａ（いわゆるブラックマトリックスと称され
ることもある）が形成されることが望ましいが必須となるものではない。遮光部１２ａは
、通常、格子状の遮光層として構成され、通常、黒色顔料とバインダー樹脂と溶剤とを含
有したフォトレジストや印刷用インキ、あるいはクロムなどの金属を用いて構成される。
印刷用インキに用いられる黒色顔料としては、例えば、カーボンブラック、チタンブラッ
ク等を挙げることができ、バインダー樹脂としては、例えば、ベンジルメタクリレート：
スチレン：アクリル酸：２－ヒドロキシエチルメタクリレートの共重合体等を挙げること
ができ、溶剤としては、公知の種々の中から選定して用いることができる。
【００２９】
　遮光部１２ａの形成方法としては、フォトリソグラフィー法、各種のパターン印刷方法
、各種のめっき方法等で形成することができる。
【００３０】
　また、非画素エリア１２には、より具体的には非画素エリア１２に形成された遮光部１
２ａの表面には、メタル補助電極層１５が設けられている。当該メタル補助電極も必須と
なるものではないが、外部から供給される電流を有機ＥＬ素子側基板に導通する際に役立
つ。メタル補助電極層１５に用いられる材質としては、例えば、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔ
、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｏといった金属やそれらの合金、またはＭＡＭ（モリブデン／アルミニ
ウム・ネオジウム合金／モリブデン）に代表される複層金属膜等を挙げることができる。
【００３１】
　このようなメタル補助電極層１５の形成方法としては、例えば、蒸着法もしくはスパッ
タリング法等によって薄膜を形成した後に、フォトリソグラフィー法によりパターンニン
グする方法が好適に用いられる。
【００３２】
　そして、カラーフィルタ１０の非画素エリア１２の少なくとも一箇所以上に凸状柱１７
が形成されている。当該凸状柱１７をカラーフィルタ１０側に設けることで、当該カラー
フィルタと有機ＥＬ素子側基板とを接合した際に、たとえ不純物が混入したとしても有機
ＥＬ素子が破損することを防止することができる。このような凸状柱１７の製造方法は、
特に限定されることはなく、各種樹脂を用いて従来公知の方法により製造すればよい。な
お、説明の都合上、カラーフィルタ１０の着色層１３の表面と当該凸状柱１７の頂部との
ギャップをＡとする。
【００３３】
　＜塗布工程＞
　図２は、塗布工程終了後の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０を示す図である。
【００３４】
　図２に示すように、本実施形態にかかる製造方法においては、上記で説明したカラーフ
ィルタ１０に対し、オーバーコート層を形成すべく、前記凸状柱１７を含め前記非画素エ
リア１２および前記画素部分１３を覆う領域に光硬化型樹脂２０を塗布する。
【００３５】
　この工程において用いられる光硬化性樹脂２０については特に限定されることはなく、
従来から用いられている紫外線硬化型樹脂や赤外線硬化型樹脂をはじめ種々の光硬化性樹
脂を適宜選択すればよく、その塗布方法についても特に限定されることはない。
【００３６】
　また、図２にあっては、光硬化性樹脂２０がカラーフィルタ１０の全面に塗布されてい
るが、これに限定されることはなく、少なくとも前記凸状柱１７を含み、前記非画素エリ
ア１２および前記画素部分１３の一方または双方の少なくとも一部を覆う領域に塗布され
ればよい。
【００３７】
　なお、当該塗布工程終了後におけるカラーフィルタ１０の着色層１３上に塗布された光
硬化性樹脂２０の表面と当該凸状柱１７の頂部に塗布された光硬化性樹脂の表面とのギャ
ップをＢとする。図１に示すギャップＡと当該ギャップＢとを比較すれば明らかなように
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、光硬化性樹脂２０を均一に塗布したとしても、凸状柱１７上に塗布された光硬化性樹脂
は重力で垂れてしまい、結果として、凸状柱１７以外の部分の光硬化性樹脂が厚くなって
しまう。そして、この状態のままで光硬化性樹脂２０を硬化した場合には、これに起因し
て、ギャップＢは当初のギャップＡと比べて小さくなってしまうことになる。
【００３８】
　＜露光工程＞
　図３は、露光工程における有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０を示す図である。
【００３９】
　図３に示すように、本実施形態にかかる製造方法においては、前記の問題、つまり単純
に露光した場合にはギャップが小さくなってしまうという問題を解決すべく、前記塗布さ
れた光硬化性樹脂２０を露光するにあたり、前記凸状柱１７が形成されている領域Ｘに対
する露光量と比べて、その他の領域Ｙに対する露光量が少なくなるように露光することに
特徴を有している。このような特殊な露光をすることにより、領域Ｘ内の光硬化性樹脂２
０、つまり凸状柱１７上の光硬化性樹脂２０は完全に硬化され、一方で領域Ｙ内の光硬化
性樹脂２０、つまり凸状柱１７以外の部分の光硬化性樹脂２０は不完全に硬化されること
となる。
【００４０】
　ここで、当該工程において前記特殊な露光を行う方法は特に限定することはないが、図
３に示すように、前記領域Ｘに対応する部分の透過率に比べて、その他の領域Ｙに対応す
る部分の透過率が低く調整されたマスク、いわば部分諧調マスクＭを用いることが好まし
い。このような部分諧調マスクＭを用いることにより、前記特殊な露光を簡便に行うこと
ができる。なお、本願でいう諧調マスクとは、マスクの膜厚を厚くすることにより光の透
過率を調整する所謂ハーフトーンマスクや、開口部に微細なパターンを形成することによ
り光の透過率を調整する所謂グレートーンマスクの双方を含む。
【００４１】
　＜洗浄工程＞
　図４は、洗浄工程終了後の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ１０を示す図である。
【００４２】
　図４に示すように、前記特殊な露光を行うことにより、領域Ｘ内の光硬化性樹脂２０、
つまり凸状柱１７上の光硬化性樹脂２０は完全に硬化されてオーバーコート層２１となり
、一方で領域Ｙ内の光硬化性樹脂２０、つまり凸状柱１７以外の部分の光硬化性樹脂２０
は不完全に硬化された状態となっているため、これを洗浄することにより、未硬化の光硬
化性樹脂２０は洗い流されることとなり、結果として、領域Ｙ内で形成されるオーバーコ
ート層２１の厚さは塗布された状態よりも薄くなる。そして、図４に示すように、図３に
示したギャップＢよりも大きなギャップＣとすることができる。なお、前記露光工程にお
ける露光量を調整することにより、当該ギャップＣと当初のギャップＡとを等しくするこ
ともできる。
【００４３】
　なお、当該工程における具体的な洗浄方法は特に限定することはなく、従来公知の洗浄
を適宜行えばよい。
【００４４】
　以上のような、本実施形態にかかる有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの製造方法によ
れば、オーバーコート層を形成してもなお、所望のギャップを確保することができる。
【００４５】
　＜他の実施形態＞
　図１～４で示した本実施形態の製造方法で製造された有機ＥＬ表示装置用カラーフィル
タの構造は一例であり、当該構造に限定されることはない。
【００４６】
　図５は、本実施形態の製造方法で製造された別の有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタの
概略断面図である。
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【００４７】
　図５に示すように、オーバーコート層２１の上にメタル補助電極層１５を形成すること
も可能である。また、着色層１３をＲ・Ｇ・Ｂの３色とするとともに、着色層１３が形成
されていない画素部分を設けてもよい。さらに、凸状柱１７にもメタル補助電極層１５を
設けることにより、当該カラーフィルタ１０と接合される、有機ＥＬ素子側基板からの電
流を凸状柱１７の頂部に形成されたメタル補助電極層１５および着色層１３の間に設けら
れたメタル補助電極層１５を介してカラーフィルタ１０側に導いて逃がすことにより、電
圧降下を防ぐようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４８】
１０…有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ
１１…透明基板
１２…非画素エリア
１３…着色層
１５…メタル補助電極層
１７…凸状柱
Ｍ…マスク

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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